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国　税／�5月分源泉所得税の納付� 6月10日
国　税／�所得税の予定納税額の通知� 6月16日
国　税／�4月決算法人の確定申告

　　　　　　（法人税・消費税等）� 6月30日
国　税／�10月決算法人の中間申告� 6月30日
国　税／�7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 6月30日
地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分）� 市町村の条例で定める日
労　務／�健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払

届� 支払後5日以内
労　務／�児童手当現況届（市町村役場に提出）

� 6月30日

6 2014（平成26年）

使途秘匿金課税の適用期限の撤廃　使途秘匿金とは、法人が支出した交際費や機密費
等で、費途が明らかでないもの。違法な支出につながりやすいことなどから、支出抑制
のため追加課税する特例が時限措置として平成６年に設けられ、適用期限が来るたびに
延長されていましたが、平成26年度税制改正で適用期限が撤廃（恒久化）されました。
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６月号─2

　

平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正
で
は
、

我
が
国
の
大
部
分
を
占
め
る
中
小
企

業
者
等
に
対
す
る
税
制
措
置
の
創
設

や
拡
充
な
ど
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
か
ら
中
小
企
業
関
連
の
設
備

投
資
減
税
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

Ⅰ　

生
産
性
向
上
設
備
投
資
促
進

税
制
の
創
設

１　

制
度
の
概
要

　

産
業
競
争
力
強
化
法
の
税
制
支
援

措
置
と
し
て
、
青
色
申
告
書
を
提
出

す
る
法
人
が
、
同
法
の
施
行
日
（
平

成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
、
生
産
等
設
備
を
構
築
す
る
先

端
設
備
又
は
生
産
ラ
イ
ン
や
オ
ペ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
改
善
に
資
す
る
設
備
と

し
て
同
法
に
規
定
す
る
生
産
性
向
上

設
備
等
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、

一
定
の
規
模
以
上
の
も
の
の
取
得
等

（
表
参
照
）
を
し
て
、
国
内
の
事
業
の

用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
取
得
価
額

の
五
〇
％
（
建
物
及
び
構
築
物
は
、

二
五
％
）
の
特
別
償
却
と
取
得
価
額

の
四
％
（
建
物
及
び
構
築
物
は
二
％
）

の
税
額
控
除
（
法
人
税
額
の
二
〇
％

が
限
度
）
と
の
選
択
適
用
が
で
き
る

生
産
性
向
上
設
備
投
資
促
進
税
制
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
普
通
償
却
限
度
額
と
の

合
計
で
そ
の
取
得
価
額
ま
で
の
特
別

償
却
（
即
時
償
却
）
と
取
得
価
額
の

五
％
（
建
物
及
び
構
築
物
は
三
％
）

の
税
額
控
除
と
の
選
択
適
用
が
で
き

ま
す
。

２　

対
象
設
備

　

先
端
設
備
と
は
、
先
端
性
に
係
る

設
備
要
件
を
満
た
す
機
械
装
置
、
工

具
、
器
具
備
品
、
建
物
、
建
物
附
属

設
備
、
構
築
物
及
び
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

を
指
し
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
つ
い
て

は
、
中
小
企
業
者
等
が
取
得
等
を
し

た
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
先
端
性
に
係
る
設
備
要
件

と
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
で
す
。

・　

最
新
モ
デ
ル
（
例　

機
械
装
置

一
〇
年
以
内
、
器
具
備
品
六
年
以

内
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
五
年
以
内
に

発
売
さ
れ
た
も
の
な
ど
）

・　

旧
モ
デ
ル
比
で
生
産
性
（
単
位

時
間
当
た
り
の
生
産
量
、
精
度
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
等
）
が
年
平
均

一
％
以
上
向
上
す
る
も
の

　

た
だ
し
、
機
械
装
置
の
う
ち
中
小

企
業
者
等
が
取
得
等
す
る
ソ
フ
ト
ウ

エ
ア
組
込
型
機
械
装
置
に
関
し
て
は
、

一
〇
年
以
内
に
販
売
が
開
始
さ
れ
た

も
の
で
最
新
モ
デ
ル
及
び
最
新
モ
デ

ル
の
一
つ
前
の
モ
デ
ル
と
し
、
ソ
フ

ト
ウ
エ
ア
に
は
、
旧
モ
デ
ル
比
の
生

産
性
向
上
要
件
は
不
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

一
方
、
生
産
ラ
イ
ン
や
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
改
善
に
資
す
る
設
備
と
は
、

生
産
性
向
上
に
係
る
要
件
を
満
た
す

こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
局
の
確

認
を
受
け
た
投
資
計
画
（
投
資
利
益

率
一
五
％
（
中
小
企
業
者
等
は
五
％

以
上
））に
記
載
さ
れ
た
機
械
装
置
、

工
具
、
器
具
備
品
、
建
物
、
建
物
附

属
設
備
、
構
築
物
及
び
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

３　

適
用
関
係　

　

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一定規模以上の設備
機械装置 １台又は１基の取得価額が160万円以上のもの

工具及び
器具備品

それぞれ１台又は１基の取得価額が120万円
以上のもの（それぞれ１台又は１基の取得価
額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけ
るその取得価額の合計額が120万円以上のも
のを含む。）

建物、建物
附属設備
及び構築物

それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの
（建物附属設備については、一の取得価額が
60万円以上で、かつ、一事業年度におけるそ
の取得価額の合計額が120万円以上のものを
含む。）

ソフト
ウエア

一の取得価額が70万円以上のもの（一の取得
価額が30万円以上で、かつ、一事業年度にお
けるその取得価額の合計額が70万円以上の
ものを含む。）

平
成
26
年
度

中
小
企
業
関
係
の
税
制
改
正

〜
設
備
投
資
関
係
〜



3─６月号

の
間
に
生
産
性
向
上
設
備
等
を
取
得

し
、
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に
適

用
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

１　

制
度
の
内
容

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企

業
者
等（
資
本
金
一
億
円
以
下
）が
、

一
定
の
機
械
・
装
置
等
を
取
得
し
、

国
内
に
あ
る
事
業
の
用
に
供
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た

事
業
年
度
に
普
通
償
却
に
加
え
基
準

取
得
価
額
の
三
〇
％
相
当
額
の
特
別

償
却
を
上
乗
せ
で
き
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
特
定
中
小
企
業
者
等
（
資
本

金
三
千
万
円
以
下
）
の
場
合
は
、
特

別
償
却
に
代
え
て
基
準
取
得
価
額
の

七
％
相
当
額
の
税
額
控
除
と
の
選
択

適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２　

改
正
の
内
容

　

適
用
対
象
に
、
平
成
二
十
六
年
一

月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
生
産
性
向

上
設
備
投
資
促
進
税
制
に
お
け
る
特

定
生
産
性
向
上
設
備
等
を
取
得
又
は

製
作
し
、
そ
の
指
定
事
業
の
用
に
供

し
た
場
合
に
、
従
前
措
置
の
適
用
を

受
け
な
い
と
き
は
、
そ
の
用
に
供
し

た
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
、

そ
の
取
得
価
額
か
ら
普
通
償
却
限
度

額
を
控
除
し
た
金
額
ま
で
の
特
別
償

却
（
即
時
償
却
）
と
取
得
価
額
の
七

％
相
当
額
の
特
別
税
額
控
除
と
の
選

択
適
用
が
で
き
る
措
置
が
、
特
定
中

小
企
業
者
等
だ
け
で
な
く
資
本
金
一

億
円
以
下
の
中
小
企
業
者
等
に
も
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
特
定
中
小
企
業
者
等
が
そ

の
指
定
事
業
の
用
に
供
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
税
額
控
除
の
割
合
が
、
七

％
か
ら
一
〇
％
へ
拡
充
さ
れ
ま
し
た

（
図
参
照
）。

　

な
お
、
特
別
税
額
控
除
額
に
つ
い

て
は
、
従
前
措
置
と
合
計
し
て
当
期

税
額
の
二
〇
％
相
当
額
を
限
度
と
し
、

控
除
限
度
超
過
額
は
一
年
間
の
繰
越

し
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

３　

適
用
関
係

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
六
年
一

月
二
十
日
以
後
に
特
定
生
産
性
向
上

設
備
等
の
取
得
又
は
製
作
を
す
る
法

人
の
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
税

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
前
に
終
了

し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
平
成
二
十

六
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
一
定
の
機
械
・

装
置
等
の
う
ち
特
定
生
産
性
向
上
設

備
等
に
該
当
す
る
も
の
の
取
得
等
を

し
、
指
定
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合

に
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
を

含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
、
前
記
の

措
置
と
同
様
に
特
別
償
却
相
当
額
又

は
特
別
税
額
控
除
相
当
額
の
償
却
又

は
繰
越
税
額
控
除
が
で
き
ま
す
。

Ⅲ　

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得

価
額
の
損
金
算
入
の
特
例

１　

制
度
の
内
容

　

中
小
企
業
者
等
の
取
得
価
額
三

〇
万
円
未
満
の
減
価
償
却
資
産
（
建

物
、
機
械
装
置
、
器
具
備
品
、
ソ
フ

ト
ウ
エ
ア
等
）
を
対
象
に
全
額
即
時

損
金
算
入
を
認
め
る
措
置
で
す
。

２　

改
正
の
内
容

　

中
小
企
業
の
パ
ソ
コ
ン
や
経
理
事

務
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
な
ど
の
少
額
減
価

償
却
資
産
の
投
資
の
促
進
や
パ
ソ
コ

ン
の
Ｏ
Ｓ
「
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
Ｘ
Ｐ
」

の
サ
ポ
ー
ト
期
限
が
切
れ
る
こ
と
に

伴
う
パ
ソ
コ
ン
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
等

の
入
替
え
の
対
応
を
図
る
た
め
、
適

用
期
限
が
二
年
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

３　

適
用
関
係

　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
取
得
し
、
事
業
に
供
し
た

減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

ま
す
。

改正
概要
【適用期間：3年間（平成 28 年度末まで）】
※上乗せ措置は平成 26年 1月 20 日から適用

経済産業省資料

上乗せ措置（3年間の措置として創設）

従前措置（3年間の延長）

選択適用

【上乗せ措置】
特別償却割合
上乗せ

（即時償却）

（従前措置）
特別償却
30％

（従前措置）
税額控除
7％

【上乗せ措置】
税額控除適用
対象法人の拡大

普通償却

20%

（※）

※200％定率法の場合

1億円
（資本金）

50%

100%

【上乗せ措置】
控除割合
上乗せ
3％

3000 万円
小規模企業

1億円
（資本金）

7%

10%

特別償却 税額控除



６月号─4

　一括償却資産として処理した個々の資産
について、譲渡、除却等の事実が生じた場
合でも、その個々の資産の取得価額に対応
する金額を譲渡所得等の金額の計算上、取
得費として控除したり、損失として計上す
ることはできず、３年間にわたり均等償却
を続けることになっています。
　一方、一括償却資産の相続があった場合、
その取得価額のうち必要経費に算入されて
いない部分は、原則として死亡した日の属
する年分の事業所得等の必要経費に算入す
ることとし、例外的に相続により業務を承
継した者の必要経費に算入しても差し支え
ないものとされています。
　これらの取扱いからすると、法人成りの
場合には、事業が廃止され、その事業を承
継する人もいないため、一括償却資産の取
得価額のうち必要経費に算入されていない
部分は、全て廃業した日の属する年分の事
業所得の必要経費に算入します。

　
源
泉
所
得
税
の
納
期
の
特
例
制
度

は
、
給
与
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が

常
時
一
〇
人
未
満
の
源
泉
徴
収
義
務

者
に
限
り
認
め
ら
れ
て
い
る
制
度
で

す
。
こ
の
「
常
時
一
〇
人
未
満
で
あ

る
」
か
ど
う
か
は
、
平
常
の
状
態
に

お
い
て
一
〇
人
未
満
で
あ
る
か
ど
う

か
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、
労
働
者
を
日
々
雇
い
入

れ
る
こ
と
を
常
態
と
す
る
場
合
に
は
、

た
と
え
常
雇
人
の
人
数
が
一
〇
人
未

満
で
あ
っ
て
も
、
日
々
雇
い
入
れ
る

者
を
含
め
て
常
時
一
〇
人
未
満
で
な

け
れ
ば
、
こ
の
特
例
を
適
用
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
労
働
者
を
日
々
雇
い
入
れ

る
こ
と
を
常
態
と
し
な
い
者
が
、
繁

忙
期
に
は
臨
時
に
使
用
し
た
人
数
を

含
め
る
と
給
与
の
支
払
を
受
け
る
者

が
一
〇
人
以
上
と
な
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
納
期
の
特
例
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

１．制度の概要
　都道府県・市区町村に対して寄附（ふる
さと納税）をすると、寄附金のうち2千円
を超える部分について、一定の上限まで、
所得税・個人住民税から全額が控除されま
す。控除を受けるためには、寄附をした翌
年に、確定申告を行うことが必要です。
　控除される所得税・個人住民税は次のと
おりです。
①　所得税…（寄附金−2千円）×所得税
率（0〜 40％（※））を所得控除

②　個人住民税（基本分）…（寄附金−2千
円）×10％を税額控除

③　個人住民税（特例分）…（寄附金−2千
円）×（100％−10％（基本分）−所得税
率（0〜 40％（※））

　※（復興特別所得税を加算）
　①、②により控除できなかった寄附金額

を、③により全額控除（所得割額の1割を
限度）します。この結果、例えば年収700
万円の給与所得者（夫婦子なし）が、3万円
を寄附すると、2,000円を除く2万8,000
円が控除されることになります。

２．地方公共団体から謝礼を受けた場合
　寄附者が特産品等を受けた場合の経済的
利益は、一時所得に該当します。
　所得税法で定める各種所得の金額の計算
上収入すべき金額には、金銭以外の物又は
権利その他経済的利益の価額も含まれま
す。
　ふるさと納税の謝礼として受ける特産品
に係る経済的利益については、所得税法第
9条に規定する非課税所得のいずれにも該
当せず、また、地方公共団体は法人とされ
ていますので、法人からの贈与により取得
するものと考えられます。
　したがって、特産品等に係る経済的利益
は一時所得に該当します。

法人成りした場合の
一括償却資産の必要経費算入給

与
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
常
時
10
人
未
満
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定

都道府県・市区町村に対す
る寄附金（ふるさと納税）


